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障がい者雇用における
トヨタ自動車の取り組み

1

「障害者雇用の現状と将来」 慶應義塾大学障害者雇用講座

代表取締役社長 有村 秀一
管理部 総務・経理Ｇ 山内礼美

2019年5月22日

（単位 : 千人）

労働人口が減少していく中、将来の日本を支えていくために

は、「女性」「高年齢者」「障がい者」等の多様な人材の活躍

（ダイバーシティ）が必要不可欠

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より【年齢層別 日本の人口推移】

社会背景

2



2

▽一人ひとりが働き甲斐を感じ、トヨタの

「教え・教えられる」職場風土を醸成

▽多様化する個性（属性・経験・価値観・発想）

を「お互いに理解し合い、尊重し、

学び合い、共に成長する」

もっといいクルマづくりの実現

トヨタのダイバーシティ推進
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トヨタループス会社概要

４
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トヨタループス概要
会社概要

事業内容 印刷、メールサービス、その他

人員規模
2009年 4月 ： 90名(障がい者30名(内重度12名)、健常者60名)

2019年 1月 ：330名(障がい者261名(内重度85名) 、健常者69名)

資本金 5千万円

設立時期
設立 ： 2008年5月
事業開始 ： 2009年4月

所在地 愛知県豊田市トヨタ町 （トヨタ自動車㈱本社敷地内）

「輪＝ループ」から命名しました。

障がいのある方の雇用の輪（ループ）を大きくしていきたいという想い、

また、障がいのある方が働くことを通じ、

社会や職場の仲間との輪（ループ）を広げていっていただきたいという願い

を込めています。

～社名の由来～
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人 員 の 推 移
（人）

設立

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ業務開始
東京事業所開設
OS課設置
ﾄﾖﾀ記念HP業務開始

花本分室開設
PDF化業務開始

運送事業開始

ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ課設置
衣浦分室開設
マッサージ業務開始

3.7倍増
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人 員 構 成（障害種別）
2019年2月1日時点

障がい者計264名（重度85名）7

雇用上の課題及び
その対応
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支援体制～作業上での工夫～

約100枚、200枚などの目分量を
簡素化・・・簡単計量

専用冶具を作成

数えるのが苦手をサポート、枠内に1枚づつならべ全部揃ったら
纏める・・・数えなくとも10枚ごとの束を作成

9

支援体制～作業上での工夫～

郵便物仕分け棚への配送用通い袋をセットする際
常に袋の口が開放（入れ易い）する様マジックテープで固定 車椅子でも操作・利用可能な様改造（右）

1１



6

支援体制～作業上での工夫～

台車等物の置き場を明確化表示 作業エリアを明確化表示

技能育成状況を見える化

12

支援体制

■トヨタループスの支援体制

本社 名古屋事業所 東京事業所

4人

支援員

１人

支援員

１人

支援員

４人

業務支援員

■支援員及び業務支援員とは
支 援 員・・・臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師等の

国家有資格保持者にて構成社員のメンタルケア・外部
機関との連携を中心に支援を行っています

業務支援員・・・マンツーマン指導が必要な社員が、実作業で
困らないように工程専属でサポートを行っています

＊他に各拠点に産業医、本社には精神科医2名配置（非常勤）

13
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就労を通じて自立した社会人（納税者）になる

会社の期待 保護者の期待 社会の期待

社業の発展に
寄与すること

親亡きあとでも
生活できること

自立し社会コスト
を減らすこと（納税）

障害がある社員への期待

13

企業側の役割 －障がいの特性理解と配慮－

◆障がい・・・ （病気と障がいの両面）
・健康、ストレス管理等勤務管理の徹底・・・専任者要

（精神科医、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士等）
・障がいの理解（外見では判らない障がい）
・指示の方法、理解の程度、計画的遂行
・支援者との連携
・長期安定雇用に向けた定着支援

就業＆定着推進

当事者、家族の役割 －障がいの受容と特性理解－
◆障がい・・・ （病気と障がいの両面）

・障がい（病気）の理解と受容
自ら理解し共存・立ち向かう事が重要
・自己管理の徹底（イエローシグナルを早期に発信）
・ただ分からないでなくどうすれば理解できるか前向きな対応
・支援者との連携
・就労継続の努力

14
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拡 大 業 務
【トヨタ記念病院看護助手】201４年６月～

【マッサージ】～ピットインだんらん～ 【お茶室清掃】2018年8月～

【電子化】201７年１月～

2018年６月～

15

拡 大 業 務

他にもこんな業務を行っています

◆機密書類処分シュレッダー

◆不用PC回収、PCデータ消去作業

◆各種封入、梱包作業

◆アンケート入力

従来）本社、名古屋事業所、東京事業所
新） 日進SC、多治見SC、花本分室、衣浦分室

トヨタループス 新たに立ち上がった事業所

16
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「量」から「質」へ

障がい者雇用の
転換期

17

～大きな課題～ 障がい者雇用転換期
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民間企業の法定雇用率：２．２％（ 201８年4月1日施行） 202０年までに２．３％に引き上げ

＊２０１８年４月から、精神障がい者の雇用義務化＆法定雇用率の算定基礎へ参入 → 雇用率引上げ・採用活性化
＊又除外率の段階的引下げも想定される（対象企業では実質的な雇用率の引上げ）・採用活性化

1960年
「身体障害者雇用促進法」制定

2013年4月
雇用率改定

2.0%

1988年
雇用率改定

1.6%

1998年
雇用率改定

1.8%

1993年
「障害者基本法」制定

2018年4月 雇用率段階的引上げ（激変緩和措置）
2023年4月 雇用率全面的引上げ（完全移行）

1988年
知的障害者
雇用算定対象

1976年
雇用の法的義務化
雇用納付金制度、
各種助成金制度の導入

1998年
知的障害者
の雇用義務化

2006年
精神障害者
実雇用率算入

2006年
「障害者自立支援法」制定

特例子会社(2000年以降報告値） 17(’85)   28(’90)  55(’95)  109(’00)  174(’05)  283(’10)  349(’12) 378(’13) 391(‘14)

2004年
除外率10%引下げ

2010年
納付金対象会社 201人以上
除外率10%引下げ
短時間労働者も算定対象へ
2015年
納付金対象会社 101人以上

2013年
精神障害に発達障害
を含むこと、その他
心身の機能障害明記

2013年
「障害者総合支援法」制定

1970年
「心身障害者対策基本法」

制定 後の障害者基本法

2018年
精神障害の雇用
義務化・雇用率の
算定基礎参入

201４年１月２０日 「障害者権利条約」批准
（2006年12月 障害者権利条約 採択／2007年9月日本署名）

2012年
「障害者虐待防止法」
「障害者雇用促進法」改正

2004年・2011年
「障害者基本法」改正

2016年
「障害者差別解消法」施行
「改正障害者雇用促進法」
＊障害者差別の禁止
＊合理的配慮の提供義務

2005年「発達障害支援法」施行

1950年「精神衛生法」公布
1988年「精神保健法」へ大改正
1995年「精神保健福祉法」改正

（精神障害保健福祉手帳）

1960年「精神薄弱者福祉法」制定
1973年「療育手帳制度要綱」通知
1999年「知的障害者福祉法」施行

1949年「身体障害者福祉法」公布
（身体障害者手帳）

1960年
割当雇用制度
（努力義務）

（1.3%）

1976年
雇用率制度
法的義務

1.5%

障害者法定雇用率の変遷

2018年4月

雇用率改定2.２%

18
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障がい別年齢分布（手帳取得者）
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身体障がい

知的障がい

精神障がい

＊平成２３年生活のしづらさなどに関する調査より
19

障がい者の人員構成（年齢分布・障がい発生）

■障がい者全体の約４割が５０歳以上
⇒ 今後10年間で、430名が定年退職の見込み

■入社後の後発障がいは、約４割
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＜年間の増減員 ＊１＞

再雇用率：約41%
（健常者:約68%）

増員

＜＊主な退職理由＊１ ＞

減員 年代
障がい
種別

主な退職事由
退職数
（名/年）

20代 聴覚
・コミュニケーション
・進学・転職
・家事都合(育児・介護等）

12

50代 身体 13

・家事都合(育児・介護等）
・転職

・健康問題
  - 通院との両立困難
  - 立ち仕事がつらい　等

41身体60代

■増員（採用＋後発障がい）より、減員（退職・休満等）が多く、減少基調は加速
■加えて、障がいのある方の60歳定年後継続就労は約４割であり、

健常者７割に対して低い
（退職理由；健康問題、フルタイム・立ち仕事の業務継続が辛い 等）

年齢別 人数
採用 22名 20代 12名

30代 5名
40代 7名

後発 27名 50代 13名
60代 41名

増員
計

49名
減員

（退職）計
78名

※年間の人数

△約30名

障がい者の退職増化

＊１ 2017年度

障がい者雇用の転換期に際して

・従来の障がい者雇用は中途（後発）障がい者が主体
この為、身体（内部障害）が中心
（健常者と職務遂行能力において同等の方が多い）

・身体障がい者の高齢化により今後の障がい者雇用は
精神、知的障がい中心に変化
（健常者と職務遂行能力に大きな差が生じる方が多い）

・精神、知的障がい者の雇用拡大には社員への障がい
理解が重要かつ障がい特性に応じた業務の工夫が
必要

・健常者同等に長く安定的に雇用していく為には
定着支援体制が不可欠
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「でも」から「だから」へ

新たな取り組み

23

・福祉車両等の開発・評価
・製品のUD評価
・障がい体験PGMの作成、実践

障がい者でもできる業務から

障がい者だからできる業務へ

モチベーションの向上、持続的発展へ

新たな取り組み 「でも」から「だから」へ

24

【具体事例】 愛iライド
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開 発 協 力

25

•2017年東京モーターショーで発表された、 TOYOTA Concept-愛i RIDEの

開発にトヨタループスも携わりました。

• 「車イスユーザーの使い勝手にこだわったモビリティの開発を」ということで、

ループスの車イスユーザー約１０名の声（意見）が反映されています。

・JPNタクシー発表イベントへの協力

・TMC主催 社内外に向けたイベント（品質展示会）への
障がいをもった来場者への配慮点の洗い出し 協力

・2020年オリパラに向けたバリアフリーマップ製作への協力

他にも・・・

心のバリアフリー研修（例）

26

座学：障がい理解と接し方(TLP支援G) 視覚体験①(つえの里様) 視覚体験②(つえの里様)

車イス体験①(TLP) 車イス体験②(TLP) 車イス体験③(TLP)

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）

2．7/6 技能専修コース＠本社

座学：障がい理解と接し方（ＴＬＰ支援Ｇ） 視覚体験①（つえの里様） 視覚体験②（つえの里様）

車イス体験①（ＴＬＰ） 車イス体験②（ＴＬＰ） 車イス体験③（ＴＬＰ）
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心のバリアフリー研修（名古屋市 福祉協議会・商工会議所）

27
27

心のバリアフリーとは？

28
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左利き

毛筆・・
漢字のハネが難しい

ハサミは右利き用が多い・・・

横書きは
袖が汚れる・・右利きの人と

隣になると
ぶつかってしまう

改札でICカードの
タッチがしにくい・・

29

大多数に合わせた社会環境

少数派
11％30
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国内総人口の7.4％ 13人に1人

身体障害
436万人 精神障害

392.4万人

知的障害
108.2万人

肢体不
自由

心身の機能に障害を持つ人

聴覚言
語障害

視覚障
害

内部障
害

出典：厚生労働省生活しずらさ調査

※ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分による基本的統計値を見るが、障害者は、身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社

会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

31

困りごと

リハビリして
歩けるように
なるべき？

困りごとを
取り除く

障害

階段
狭い
入口

案内
ない

急な
坂道

32

障がいの医学モデルと社会モデル
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33

障がいの医学モデルと社会モデル

困りごと

リハビリして
歩けるように
なるべき？ 困りごとを

取り除く

障害

医学モデル 社会モデル

34

障がいの医学モデルと社会モデル
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社会(環境)に
ある障害

取り除くことがで
きる

どうやって取り除きますか？

ハード・ソフトの両面で
取り除くことができる

35

36

車いすユーザーのカーライフ（ちょっとした困りごと）
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「心のバリアフリー」とは？ （内閣官房の定義）

●「障害の社会モデル」を理解すること。

●障害のある人への差別を行わないよう徹底すること

●自分とは異なる条件を持っている方とのコミュニケー

ションをとる力を養い、すべての人が抱える困難や痛み

を想像し、共感する力を培うこと。

37

まとめ

車イスに乗った社員に
お茶出しを任せる事が
でしょうか？
スマートにできない＝できない

障がい者 ＝ 何もできない人
↓

周りがいつも助けて
あげないといけない

↓
「面倒だなぁ」と思われる

↓
社会からの排除

皆さんにお荷物扱いされるなら、
わたしの存在意義って、
あるのでしょうか・・・？

最後に
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